
特定地域づくり事業協同組合制度の概要について

令和7年10月
総務省地域力創造グループ地域自立応援課
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利用 料金人材 派遣

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

…

特定地域づくり事業協同組合員

特定地域づくり事業協同組合制度の概要

人口急減地域において
・事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない
・安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない
⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

取組内容

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保する必要があるが、特定地域づくり事業協同組合が

域内外の若者等を雇用し、就業の機会を提供すること等により、地域づくり人材を育成するとともに地域社会の維持・地域経済の活性化を図る
事業背景

・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
・組合で職員を雇用し事業者に派遣 （安定的な雇用環境、一定の
給与水準を確保）

⇒地域の担い手を確保

●対 象 人口規模や密度・事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断 ※過疎地域に限られない
●認定手続 事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
●特例措置 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を届出で実施可能

※派遣は建設業等を除く（建設業は在籍型出向が可能）
●そ  の  他 令和７年３月に改正法が成立し、組合員以外への派遣規制を緩和（員内利用の20％まで → 市町村への派遣に限り、50％まで）

PR動画は
こちら→
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特定地域づくり事業協同組合制度の活用方法のイメージ

創意工夫により様々な活用が可能

4月 5～10月 11～3月

農業 飲食業 酒造業

AM PM
介護事業 こども園 小売業

or

通年



・ 派遣職員は県外からの移住者７名を雇用していて、うち1名が同町出身、1名が県
内他市町村出身である。退職者2名は県外の地域おこし協力隊などとして転職した。

・様々な事業所で働く中で、将来的には組合員事業所への直接雇用や町内で起業
することを期待しているが、今の職員は季節ごとの派遣先選択肢を増やして、よりキャ
リア探求ができる派遣体制を創るための開拓者として位置付けている。

・これまでに採用した9名の派遣職員は年齢20代が6名、30代が3名で、前職は飲食
店、建設業、小売業、設計業と多様である。

・ 事務局職員は、事務局長1名と職員1名の計2名。事務局長は元地域おこし協力
隊で町役場と連携して移住を促進している。
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職員A 農業（田植え）
宿泊業

（温泉宿泊施設）
農業

（稲刈り）
娯楽業（スキー場）

職員B 農業（田植え・草刈り・防除・稲刈り）
飲料・たばこ・

飼料製造業（酒造業）

職員C 宿泊業（温泉宿泊施設）
ガス業・熱供給業
（ｶ゙ｿﾘﾝスタンドなど）

職員D 窯業・土石製品製造業（炭素加工） 飲食店（和食）

組合名 おぐにマルチワーク事業協同組合（山形県小国町）

人口 6,931人（R2国勢調査時点）

認定年月日 令和３年11月11日

派遣予定の産業分野 農業、窯業・土石製品製造業、ガス業、熱供給業、宿泊業、飲食
店、娯楽業、飲料・たばこ・飼料製造業

派遣利用料金 1,150円/時（税込）

派遣職員の給与 月収18万円

派遣職員の募集方法 テレビ、新聞、スマウト、縁故

事務局職員構成 事務局長1名、職員１名 計２名

事業計画
（今後３年間）

派遣職員数 ：R7 10名→R8 12名→R9 15名
派遣先事業者数：R7 20者→R7 22者→R8 25者

特定地域づくり事業協同組合 活用事例

人材面の特色 人材面 の特色

派遣 イ メ ー ジ 派 遣 イ メ ー ジ

組合名 事業協同組合かわかみワーク（奈良県川上村）

人口 1,156人（R2国勢調査時点）

認定年月日 令和3年2月26日

派遣予定の産業分野 飲食店、汎用機械器具製造業、その他の小売業、飲食料品
小売業

派遣利用料金 1,000円/時（税込）

派遣職員の給与 月収18万円

派遣職員の募集方法 組合HP、移住交流サイト、村HP

事務局職員構成 事務局長(派遣元責任者)、職員1名 計２名

事業計画
（今後３年間）

派遣職員数 ：R7  6名→R8 ６名→R9 ６名
派遣先事業者数：R7 18者→R7 20者→R8 20者

・ 派遣職員は、これまで13名雇用。うち9名は退職、4名が現職。
・ 移住定住施策の担当課から川上村の見学者（移住定住検討者）に対して組合の紹

介を実施しており、その中から組合に興味を持つ人が出てきている状況
・ 地域おこし協力隊員や村民に村から声掛けし、事務局長1名、事務局職員1名を確保。
・ 派遣職員には、将来的に派遣先事業者へ直接雇用に結びつけ、事業の継承など担い

手としての活躍を期待。実績として、５名が派遣先への直接雇用に結びついている。
・派遣事業以外にも無料職業紹介事業を展開し、派遣では受けれない短時間労働や扶

養内で働きたい人、働いてほしい事業者とのマッチングを実施。村内の求人の掘起こしを
積極的に行い、見える化を図っている。

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

職員A 飲食店（カフェホールスタッフ）週２～３日・飲食料品小売業（移動販売）

職員B 汎用機械器具製造業（金属加工） その他の小売業
（SS）

職員C 飲食料品小売業（コンビニ）週２日・汎用機械器具製造業（金属加工）週２日

職員D 飲食店（カフェホールスタッフ）週２～３日・飲食料品小売業（宅配）週２～３日



（例）派遣職員６名の人件費及び事務局運営費 3,000万円
＜１組合当たりの運営費（通年ベース）＞

対象経費上限額
派遣職員人件費

400万円／年･人
事務局運営費

600万円／年

地 方
負担額の
１／２

実質的負担は
市 町 村 の
助成額の1/4

特定地域づくり事業協同組合制度の財政支援

1 .組合運営費に対する財政支援（認定後）

特定地域づくり事業
推進交付金

1/4
【750万円】

特別
交付税
1/8

【375万円】

実質的な
地方負担

1/8
【375万円】

国庫補助
・組合運営費の1/2の範囲内で公費支援（国1/2、市町村1/2）
・対象経費は、「派遣職員人件費」及び「事務局運営費」
・令和７年度予算額 5.6億円（前年度同額）
・制度の健全な運用を確保するための仕組み
①複数の事業者への職員派遣

派遣職員の一の事業者での労働時間は総労働時間の８割以内
※８割超となる派遣職員の人件費は全額が交付金の対象外

②労働需要に応じた職員の確保
 派遣職員の稼働率が８割未満の場合は上限額を稼働率に応じて漸減

特別交付税措置
・特定地域づくり事業推進交付金に係る事業の実施に伴って負担する経費
（措置率1/2）

利用料収入
1/2【1,500万円】

市町村からの助成
1/2【1,500万円】

２ .組合設立に対する財政支援（認定前）

特別交付税措置
・組合への設立支援に関する地方単独事業の実施に要する経費（措置率1/2・対象経費上限額300万円）
①設立時の財産的基礎形成への支援（寄付金等）
②設立準備への支援（調査、登記、施設改装、設備、アドバイザー等）
※ただし、対象年度は組合設立年度に限る。

組合

市町村



・利用料金について、地区内の他の事業者の非常勤職員の賃金、委託料等の水準を踏まえて、一定の水準を確保する必要。
・派遣職員人件費について、地区内の他の事業者の正規職員の給与等の水準を踏まえて、一定の水準を確保する必要。
・事務局運営費について、効率化を図る必要。（例：事務局職員の他の事業者との兼務、執務スペース・備品の共用等）

収入

利用料金 11,520 1,000円×8h×20日×12月×6人

消費税 1,152 利用料金×10％

組合員からの賦課金 100 10千円×10組合員

合計 12,772

支出

派遣職員人件費 19,210 （2,760千円×社会保険料・労働保険事業主負担約16％）×6人

事務局運営費 3,853

事務局職員人件費 1,601 （2,760千円×社会保険料・労働保険事業主負担約16％）×0.5人（他事業者との兼務）

物品費 742 パソコン1台、プリンター1台、自動車1台のリース

広告・募集経費 500 一式

研修費 300 50千円 × 6名

光熱水費 120 10千円 × 12月

消耗品費 50 一式

通信運搬費 60 5千円 × 12月

賃借料 480 40千円 × 12月

支払消費税 1,152

合計 24,214

収支差 ▲11,442

公費支援 11,531 支出（支払消費税除く）の１／２

（単位：千円）

※ 表示未満四捨五入の関係で、合計が一致しない箇所がある。
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特定地域づくり事業協同組合の収支計画の一例



①発起人の選定（４事業者以上）

②都道府県との事前協議

③創立総会開催公告

④創立総会の開催

⑤設立認可申請

⑥出資払込

⑦設立登記

原則２～３月程度必要と見込まれる

9

※ 事業協同組合の設立に当たっては、都道府県担当部局、都道府県中小企業団体中央会と十
分相談することが重要。

（参考）事業協同組合の設立手続



労働局との事前調整が整ってい
れば、速やかに受理が可能

①事業者の事前準備

（労働局との相談、事業計画立案、事業所等の準備、

提出書類の準備、派遣元責任者講習の受講等）

②申請者から労働局への届出書類提出

③労働局における届出内容の確認と届出書類の受理

④労働局から事業者への届出受理番号の付与

⑤事業開始

10

※ 労働者派遣事業の届出に当たっては、都道府県労働局と十分相談することが重要。

（参考）労働者派遣事業の届出手続



○ 各都道府県においては、移住・定住施策等の地域振興を所管する部局、中小事業等協同組合の認可等の産業振興を
所管する部局、農業振興を所管する部局等の関連部局や、中小企業等協同組合の設立運営支援を行う都道府県中小
企業団体中央会、労働者派遣法の届出を受理する都道府県労働局との連携協力体制を構築する必要がある。

○ 各市町村においても、地域振興を所管する部局、 産業振興を所管する部局、農業振興を所管する部局等の関連部局と
の連携協力体制を構築する必要がある。  

担当省庁 所管事項等

総務省自治行政局地域力創造グループ
地域自立応援課

・人口急減地域特定地域づくり推進法（労働者派遣法関連除く。）の
運用
・人口急減地域特定地域づくり推進法関連予算の執行

内閣府地方創生推進事務局 ・人口急減地域特定地域づくり推進法関連予算の計上（令和11
年度まで）

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 ・人口急減地域特定地域づくり推進法（労働者派遣法関連）の
運用
・労働者派遣法の運用

中小企業庁経営支援部経営支援課 ・中小企業等協同組合法の運用

（参考）人口急減地域特定地域づくり推進法の関係省庁

11

人口急減地域特定地域づくり推進法の推進体制
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